
【お問合せ先・申請窓口】

〒899-0292 鹿児島県出水市緑町１番３号

出水市役所 建設部 建築住宅課 建築設備係
ＴＥＬ 0996-63-4065（直通） ＦＡＸ 0996-63-5814

E-MEIL：jyutaku_c@city.izumi.kagoshima.jp

＜出水市木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助事業＞

補助金額

①耐震診断に係る補助
交付対象経費の３分の２とし、１棟あたり６万円を限度

②耐震改修工事に係る補助
交付対象経費の２３％とし、１棟あたり３０万円を限度

対象となる住宅

以下の全てに該当する木造住宅
☑専用住宅又は併用住宅(過半の床面積が住宅用途であること) ☑地上３階建てまでであること
☑昭和５６年５月３１日以前に建築(着工)されたものであること

耐震診断

最大６万円補助

耐震改修

最大３０万円補助

補助の対象者

①木造住宅を市内に所有する方
②借家人がいる場合は、診断や改修工事の実施について同意を得ていること
③市税を滞納していないこと

※耐震診断にあっては、耐震診断技術者に診断を委託すること
※耐震診断技術者とは、建築士であって、『鹿児島県木造住宅耐震技術講習会』受講修了者名簿
に登録された者

※耐震改修工事にあっては、耐震診断技術者が設計及び監理をおこなうこと
※主な耐震補強箇所が直接見て確認できる時期に、市が行う中間検査に合格すること



耐震診断から耐震改修工事までの流れ

(注1)手続きには時間がかかりますので、早めにご相談ください。
(注2)補助金は先着順での交付となり、当該年度の予算の範囲内となります。
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となります。

※診断の補助を希望される方は、必ず事前に
都市計画課へご相談ください。
※耐震診断技術者に費用や日程等について、
ご相談ください。

※診断補助の交付決定前に耐震診断に係る契約を締結し
た場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

※耐震診断の結果、評点が1.0未満で、耐震改修により評点1.0以上にする
こと、かつ、地盤及び基礎が構造耐力上安全になるように補強すること。
※改修補助の交付決定前に耐震改修に係る契約を締結した場合は、補助の
対象となりませんのでご注意ください。

＜ 耐震診断補助に必要な書類 ＞
⑴補助金交付申請書
⑵耐震診断実施計画書
⑶耐震診断費用の見積書の写し
⑷付近見取図、配置図及び平面図
⑸建築物の所有者及び建築時期が記された官公署の発行した書類の写し
（確認済証、検査済証、登記事項証明書等）

⑹借主同意書（借家人がいる場合）
⑺市税滞納状況調査同意書又は市税を完納していることを示す証明書
⑻その他市⻑が必要と認める書類


